
 

右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務 

に係るプロポーザルに対する質問への回答 

                                 

                                         令和８年３月６日 

                             右京区役所地域力推進室 

 

質問１ 

令和 7年度の公募型プロポーザルにおいては、「右京区のまちづくり活動に関する情報

発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」の受託候補者が 2026年 1 月 27 日に

決定したと公表されています。 

一方で、今回募集されている「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務は

2026年 2月 19日に公告され、短期間で続けて募集が行われています。 

この二つの業務の関係や位置づけ（旧サイトの保守管理と新サイト構築業務の並行期

間や役割分担など）、短期間で別の委託を行う理由についてご説明いただけますか。 

 

回答１ 

  令和８年１月２７日付で委託事業者を決定した「右京区のまちづくり活動に関する情

報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」は、令和８年３月３１日までの委託

契約となり、委託契約内容はポータルサイトの構築及び公開後（３月下旬を予定）から３

月３１日までの運用保守業務になります。 

今回実施している「右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・

保守及び企画業務」については委託契約期間が令和８年４月１日から令和９年３月３１

日までの契約で、今年度中に構築されたポータルサイトの運用・保守が主な委託業務とな

り、その他サイト充実に係る新規企画提案を実施していただくものになります。(仕様書

３頁「３ 委託業務内容 (2)」を参照。) 

ポータルサイトの構築を主な委託業務とする「右京区のまちづくり活動に関する情報

発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」と運用・保守を主な委託業務とする「右

京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務」の

委託契約期間に並行期間はなく、主な業務内容も異なります。 

また、質問中にある「旧サイトの保守管理」については、仕様書３頁「３ 委託業務内

容 (5)」に記載のとおり、令和８年度中はドメイン及びサーバーを保持する必要がある

ため、契約者への支払い業務を委託業務に含みます。 

短期間で別の委託契約を実施する理由については、本市の予算執行等の理由によりま

す。 



 

質問２ 

  2026 年 1 月 13 日付で公開された「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のため

のポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」は、今

回の「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務と同じサイトに関するものと理

解してよろしいでしょうか。 

もし別事業であれば、それぞれの事業の目的や範囲、スケジュールの違いを教えてくだ

さい。 

 

回答２ 

  令和８年１月１３日付で公開された「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のた

めのポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」は、

今回実施しているプロポーザルと同じ事業に関するものになります。 

事業の目的はどちらも仕様書２頁「１ 概要 (2)目的」に記載のとおりです。 

 

質問３ 

令和 7年度のプロポーザルで、2026年 1月 13日付の質疑応答が公開されています。 

この質疑応答では、現行サイトの契約サーバーやドメイン移行方針などについて回答

が示されています。 

今回募集されている「右京ファンクラブねっと」運用・保守および企画業務が同じサイ

トを対象とする場合、その回答内容（例えばホスティングやドメインの扱い）は本案件に

も適用されると考えてよいか、それとも別途変更点があるのかを教えてください。 

もし異なる点がある場合は、今回の案件向けの新しい回答を提示いただきたい。 

 

回答３ 

  令和８年１月１３日付で公開した「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のため

のポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」のうち、

ホスティングやドメインについての回答内容は本案件にも適用されるものになります。 

 

 


